
新たな専門医に関する仕組みについて（専門医の在り方に関する検討会 報告書 概要）

新たな専門医に関する仕組みは、専門医の質を高め、良質な医療が提供されることを目的として構築。

＜専門医の質＞ 各学会が独自に運用。学会の認定基準の統一性、専門医の質の担保に懸念。
＜求められる専門医像＞ 専門医としての能力について医師と国民との間に捉え方のギャップ。
＜地域医療との関係＞ 医師の地域偏在・診療科偏在は近年の医療を巡る重要な課題。

（①中立的な第三者機関）
○中立的な第三者機関を設立し、専門医の認定と養成

プログラムの評価・認定を統一的に行う。

（②専門医の養成・認定・更新）
○専門医の認定は、経験症例数等の活動実績を要件と

する。
○広告制度(医師の専門性に関する資格名等の広告)を見

直し、基本的に、第三者機関が認定する専門医を広
告可能とする。

（③総合診療専門医）
○「総合診療専門医」を基本領域の専門医の一つとし

て加える。

現状

新たな仕組みの概要

H25.4.22
視点

○専門医の質の一層の向上（良質な医療の提供） ○医療提供体制の改善

（④地域医療との関係）
○専門医の養成は、第三者機関に認定された養成プログラム

に基づき、大学病院等の基幹病院と地域の協力病院等（診
療所を含む）が病院群を構成して実施。

（⑤スケジュール）
○新たな専門医の養成は、平成２９年度を目安に開始。研修

期間は、例えば３年間を基本とし、各領域の実情に応じ設
定。

期待される効果

（基本的な考え方）
○国民の視点に立った上で、育成される側のキャリア形成支援の視点も重視して構築。
○プロフェッショナルオートノミー（専門家による自律性）を基盤として設計。
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中立的な第三者機関

○ 中立的な第三者機関を設立し、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を統一的に行う。
○ 第三者機関は、専門医の認定・更新基準や養成プログラム・研修施設の基準の作成を行う。
○ 第三者機関において、専門医の質や分布等を把握するため、専門医等に関するデータベースを構築。

平成26年5月7日、一般社団法人 日本専門医機構が設立
【 社員 】 ＜設立時＞ 日本医学会連合、日本医師会、全国医学部長病院長会議

＜設立後追加＞ 四病院団体協議会、日本がん治療認定医機構、18基本領域の代表者
【 理事長 】 池田康夫（早稲田大学理工学術院教授）
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専門医の養成・認定・更新

○医師は基本領域のいずれか１つの専門医を取得することが基本。
※自助努力により複数領域の認定・更新基準を満たすのであれば、複数領域の取得を許容。

○専門医の認定は、経験症例数等の活動実績を要件とし、また、生涯にわたって標
準的な医療を提供するため、専門医取得後の更新の際にも、各領域の活動実績を
要件とする。

○広告制度（医師の専門性に関する資格名等の広告）を見直し、基本的に、第三者
機関が認定する専門医を広告可能とする。
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専門医制度整備指針（第1版）
2014年7月 日本専門医機構

I 専門医制度の理念と設計

１．専門医像と専門医制度 （基本理念等）
２．専門医制度の概要 （基本診療領域、サブスペシャリティ領域等）
３．日本専門医機構の組織 （専門医認定・更新部門等）
４．専門医制度整備指針について

II 専門医育成

１．専門医制度の意義と整備指針
２．専門研修カリキュラム （到達目標、研修方略、研修評価等）
３．専門研修プログラム （プログラム整備基準、専門研修施設認定基準等）

III. 専門医の認定と更新

１．専門医の認定 （専門医認定審査、評価等）
２．専門医の更新 （専門医更新審査、サブスペシャリティ領域との関係性等）

IV. 専門研修のプログラムの評価と認定（更新を含む）

１．専門研修プログラムの申請と認定 （審査、認定証等）
２．専門研修プログラムの更新 （自己評価、サイトビジット調査等） 4



総合診療専門医について

○総合的な診療能力を有する医師を「総合診療医」とする。

※ 日常的に頻度が高く、幅広い領域の疾病と傷害等について、わが国の医療提供体制の中で、
適切な初期対応と必要に応じた継続医療を全人的に提供。

○専門医としての名称は「総合診療専門医」とする。

※領域別専門医が「深さ」が特徴であるのに対し、総合診療専門医は「扱う問題の広さと多様性」が
特徴。

※ 「地域を診る医師」としての視点も重要であり、他の領域別専門医や他職種と連携して、多様な
医療サービスを包括的かつ柔軟に提供。

＜背景＞

○現在、地域の病院や診療所の医師が、かかりつけ医として地域医療を支えている。
○今後の急速な高齢化に伴い、複数疾患を有する高齢者等にとっては、複数の従来の

領域別専門医による診療よりも総合的な診療能力を有する医師による診療の方が
適切な場合もあること等から、総合的な診療能力を有する医師の専門性を評価し、
新たな専門医の仕組みに位置づけることが適当。
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地域医療との関係

○専門医の養成は、第三者機関に認定された養成プログラムに基づき、大学病院等の基幹病院と地域の協力病院
等（診療所を含む）が病院群を構成して実施。

※ 研修施設は、必要に応じて都道府県（地域医療支援センター等）と連携。

○研修施設が養成プログラムを作成するにあたり、地域医療に配慮した病院群の設定や養成プログラムの作成等
に対する公的な支援を検討。

○専門医の養成数は、患者数や研修体制等を踏まえ、地域の実情を総合的に勘案して設定。
○少なくとも、現在以上に医師が偏在することのないよう、地域医療に十分配慮。
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専門医制度整備指針（第1版）
2014年7月 日本専門医機構

（抜粋）
２． 専門研修カリキュラム

③ 経験目標
ⅳ．地域医療の経験

・ 基本領域においては、病診・病病連携、地域包括ケア、在宅医療、地方などでの医療
経験を含む

３． 専門研修プログラム
① 専門研修プログラム制とは

・各診療領域の専門研修カリキュラムのもとで目標を計画的に達成するために、専門研修
基幹施設が中核となり複数の専門研修連携施設とともに専門研修施設群を形成する
（基幹施設単独で専門研修プログラム要件を満たす場合もある）

② “専門研修プログラム整備基準”
・専門研修施設群の地理的範囲

基本領域においては、地域性のバランス、当該医療圏における地域医療に配慮し、専
門研修施設群は専門研修が適切に実施・管理できることが重要である。専門領域によっ
ては研修内容の質の維持・向上のため、都道府県をまたがる施設群で専門研修プログ
ラムを構成することも可能である
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スケジュール等

（既存の学会認定専門医からの移行）
○専門医の質を担保する観点から、第三者機関（日本専門医機構）において適切な移行基

準を作成。
（移行の時期は第三者機関（日本専門医機構）において速やかに検討。）

（スケジュール）
○新たな専門医の養成は、平成２９年度を目安に開始。研修期間は、例えば３年間を基

本とし、各領域の実情に応じ設定。

平成26年５月7日 中立的な第三者機関（日本専門医機構）の設立

平成26年度 専門医認定のための基準の検討・策定

～平成2７年度 各研修施設群が作成する研修プログラムの認定

平成28年度 専門医取得を希望する医師の募集

平成29年度 新たな仕組みの下で研修開始

平成32年度～ 中立的な第三者機関（日本専門医機構）において、専門医の認定

今後のスケジュール（案）
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